
 

 

令和２年８月３１日 

 

この７月、８月、新型コロナウイルス感染症に関する陽性者の確認が日々なされてきま

した。そんな中、例えば８月５日には過去最高の１日２４名という感染者が確認されまし

たが、８月２５日には３５日ぶりのゼロ人、また８月２９日にもゼロ人となり、感染者の

数は減少傾向にあります。また、緊急警戒宣言の発出のきっかけとなりました国の基準で

もあります人口１０万人当たり２.５人の感染者数につきましても、８月２７日以降ずっと

その基準を下回っている状況です。こういう形で感染者が減少傾向にあることは、まぎれ

もなく県民の皆様、事業者の皆様のご協力のおかげです。県民の皆様が猛暑の中、適切に

マスクをつけていただいたり、事業者の皆さんが席数を減らしたり、在宅勤務をしていた

だいたり、接触機会を低減するなど、お１人１人がご自身にできる感染防止対策を徹底

し、この暑い夏を供に乗り越えていただいたことの賜物であると考えておりまして、心か

ら感謝申し上げたいと思います。また感染症対策の最前線でご尽力いただいている医療関

係者の方々にも、あらためて敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 

このグラフを見ていただきますと、７月２８日に、いわゆる県のモニタリング指標、新

規感染事例数、新規感染者数、入院数をこの直前で、７月２７日に上回りましたので、こ

の日に特措法２４条９項に基づく協力要請を県民の皆さんにさしていただきました。８月

１日、ここにありますけども、人口１０万人当たりの感染者数が２.５人を超えましたの

で、８月３日に緊急警戒宣言を出さしていただきました。それらが、ちょっと見にくいで

すけどここにありますとおり、人口１０万人当たりは８月２８日時点で１.９２、昨日８月

３０日時点だと１.４７ですけれども、これが２.５人を下回っているのが継続している。

一方で、県のモニタリング指標は８月３０日時点でもすべてを上回っている状況が続いて

いるということでありますので、このいわゆる緊急事態宣言の一歩手前のような、緊急警

戒宣言は解除させていただきたいというふうに思いますけれども、引き続き県のモニタリ

ング指標を上回っていることや、県内で新たにクラスターが発生するなど、感染者もまだ

発生している状況ですので特措法２４条９項に基づく協力要請は引き続き一部継続・追加

してお願いしたいと思います。あらためてですけど、今申し上げたことがこのフリップに

なります。緊急警戒宣言につきましては、本日をもって解除というふうにさせていただき

ますけれども、引き続き、この県のモニタリング指標を上回っていることや、クラスター

の発生などがあることから、特措法に基づく協力要請については一部を継続または追加を

させて行っていき、県民の皆さんとともに気を緩めることなく、引き続き警戒を続けてま

いりたいというふうに考えております。 

 

その具体的な中身でありますけれども、２４条９項に基づく協力要請につきましては、

この感染対策が不十分な県外における繁華街とか、感染者が多数発生しているエリアの感

染防止対策が不十分な店舗などの利用の自粛、それから事業者の皆さんにはガイドライン

の実践、徹底、そして医療機関でクラスターも発生しましたし、社会福祉施設でも、今日

発表しますが、クラスターも発生していることから、それらでの感染防止対策の徹底。追

加っていうのは、この医療機関、社会福祉施設の感染防止対策の徹底が追加というふうに



 

 

なります。 

 

また２４条９項に基づく協力要請ではありませんが、直近の感染状況を踏まえまして、

最初の頃は、７月の頃は若い世代が多かったんですけども、すべての世代での感染防止対

策、特に、子ども、高齢者、基礎疾患のある方は注意していただく。 

で、場面に応じた感染防止対策、大人数の食事、宿泊、そういうものですね。それから

不特例多数の訪問が多い事業所では特に感染防止対策の徹底をお願いをするというもので

あります。また、併せて移動についてはですね、この前のいわゆるバージョン３において

は、県外の感染者が急増しているエリアとの不要不急の往来の自粛をお願いしておりまし

たけれども、今回の場合は、この県外への移動につきましては感染者が多数発生している

都道府県への移動について、その必要性や移動先について今一度立ち止まって慎重に検討

をお願いし、その上で移動が必要な場合は、移動先の感染状況や移動に関する方針等をよ

くご確認いただきたいということです。ここでいう感染者が多数発生している都道府県っ

ていうのは、人口１０万人当たり２．５人を超えている、昨日現在で１８都県があります

けども、そういうところへ移動される場合は、必要性などについて今一度 1度立ちどまっ

て検討していただくということを、移動についてお願いするという形になります。 

 

それから最後でありますけれども、感染症が、ウイルスがなくなったわけではありませ

んので、引き続き差別、偏見、こういうものについては絶対行わないようにお願い申し上

げたいというふうに思います。私の方からは以上です。 

 


